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(57)【要約】
【課題】焼成前後の色差（ΔＥ*ａｂ）を抑制することができるペースト状歯科用陶材を
提供する。
【解決手段】焼成の際に脱色する着色剤（Ａ）、有機溶剤（Ｂ）、及び陶材粉末（Ｃ）を
含有し、前記陶材粉末（Ｃ）が無機顔料を含有する、ペースト状歯科用陶材。
【選択図】なし



(2) JP 2017-193492 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　焼成の際に脱色する着色剤（Ａ）、有機溶剤（Ｂ）、及び陶材粉末（Ｃ）を含有し、前
記陶材粉末（Ｃ）が無機顔料を含有する、ペースト状歯科用陶材。
【請求項２】
　焼成前後の色差（ΔＥ*ａｂ）が１．５未満である、請求項１に記載のペースト状歯科
用陶材。
【請求項３】
　前記着色剤（Ａ）が、有機溶剤（Ｂ）に溶解する有機色素である、請求項１又は２に記
載のペースト状歯科用陶材。
【請求項４】
　前記有機色素が、芳香族系有機色素である、請求項３に記載のペースト状歯科用陶材。
【請求項５】
　前記着色剤（Ａ）が、沸点が４００℃以下の着色剤である、請求項１～４のいずれか１
項に記載のペースト状歯科用陶材。
【請求項６】
　前記着色剤（Ａ）が、沸点が４００℃以下の食用色素である、請求項１～５のいずれか
１項に記載のペースト状歯科用陶材。
【請求項７】
　前記有機溶剤（Ｂ）が、沸点が１００～３５０℃の有機溶剤である、請求項１～６のい
ずれか１項に記載のペースト状歯科用陶材。
【請求項８】
　前記有機溶剤（Ｂ）が、有機溶剤（Ｂ）の屈折率と陶材粉末（Ｃ）の屈折率との差の絶
対値が０．１０未満の有機溶剤である、請求項１～７のいずれか１項に記載のペースト状
歯科用陶材。
【請求項９】
　焼成温度が７００℃以上である、請求項１～８のいずれか１項に記載のペースト状歯科
用陶材。
【請求項１０】
　焼成の際に脱色する着色剤（Ａ）、有機溶剤（Ｂ）、及び陶材粉末（Ｃ）を混合する工
程を有し、前記陶材粉末（Ｃ）が無機顔料を含有する、ペースト状歯科用陶材の製造方法
。
【請求項１１】
　焼成の際に脱色する着色剤（Ａ）、有機溶剤（Ｂ）、及び陶材粉末（Ｃ）を含有し、前
記陶材粉末（Ｃ）が無機顔料を含有する、ペースト状歯科用陶材を焼成する工程を有する
、歯科用陶材の使用方法。
【請求項１２】
　焼成温度が７００℃以上である、請求項１１記載の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人工歯等の補綴修復に使用され、歯科技工士による手作業による陶材築盛時
において、焼成後の色調を把握できるペースト状歯科用陶材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セラミックは天然歯に似た透明感と色調を持つため、審美性が必要とされる歯冠作製に
は欠かせない材料となっている。
【０００３】
　この歯冠作製工程には、一般的に陶材と水、有機溶剤等からなる歯科用練和液もしくは
、予め水、有機溶剤等とセラミックを混合しペースト状にした陶材を用い、支台歯を被覆
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するフレーム（例えば、金属フレーム、セラミックスフレーム）に対して築盛し焼成する
操作を繰り返すことにより歯冠が作製されている。
【０００４】
　初心者がフレームに陶材を築盛する際に直面する大きな問題は、陶材の色調が築盛時（
焼成前）と焼成後で相違するため、焼成後の色調を予測し、陶材築盛時の色調を調整する
ことである。この作業は、熟練技術が必要となっている。
【０００５】
　陶材の色調が築盛時と焼成後で相違する現象は、陶材の屈折率（１．５前後）に対して
、練和液の屈折率（水：１．３３、１，３－ブタンジオール：１．４３９０～１．４４１
０）が違っていることが原因である。即ち、焼成前の状態では各粒子が光を反射し、反射
された光が練和液により屈折されて拡散されるので陶材が白っぽく見え、焼成後の色調と
異なってくる。
【０００６】
　上記課題に対して、例えば、特許文献１、２は、陶材を築盛する際の練和液の屈折率を
陶材の屈折率に極力近づけるように、練和液を選定する。具体的には、特許文献１では、
屈折率が陶材の屈折率と同程度のフタル酸エステル類（屈折率：１．４９２６～１．５１
５８）を練和液として使用し、特許文献２では、２－フェノキシエタノール（屈折率：１
．５３６０～１．５４００）等を練和液として使用することによって、色調調整が容易に
なることを見出している。
【０００７】
　しかしながら、原因は定かではないが、陶材結晶粒の屈折率と等しい有機溶剤を用いる
だけでは、陶材の色調が築盛時と焼成後で相違する現象を完全に解消できていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開昭６３‐２０８５０４号公報
【特許文献２】特開２０１３－５６１０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明は、焼成前後の色差（ΔＥ*ａｂ）を抑制することができるペースト状
歯科用陶材を提供することを目的とする。また、本発明は、ステイニング時に未ステイニ
ング部との判別が容易になる歯科用陶材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、焼成の際に脱色して
、着色成分とならない着色剤を加えることで、陶材築盛時に焼成後の色調を調整できるこ
とを見い出し、この知見に基づいてさらに研究を進め、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　すなわち、本発明は、焼成の際に脱色する着色剤（Ａ）、有機溶剤（Ｂ）、及び陶材粉
末（Ｃ）を含有し、前記陶材粉末（Ｃ）が無機顔料を含有する、ペースト状歯科用陶材に
関する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のペースト状歯科用陶材は、焼成後に有機物が残留せず変色することがないため
、焼成後の色調を把握でき、陶材築盛時（焼成前）においても焼成後の色調を正確に調整
することが可能になる。これによって、熟練技術に頼らなくても陶材の色調調整が容易で
ある。また、本発明のペースト状歯科用陶材を用いることにより、ステイニング時に未ス
テイニング部との判別が容易になる。
【発明を実施するための形態】



(4) JP 2017-193492 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

【００１３】
　以下、本発明の好適な実施の形態を説明する。
【００１４】
　本発明のペースト状歯科用陶材は、焼成の際に脱色する着色剤（Ａ）、有機溶剤（Ｂ）
、及び陶材粉末（Ｃ）を含有し、前記陶材粉末（Ｃ）が無機顔料を含有する。
【００１５】
　本発明のペースト状歯科用陶材は、焼成後の審美性が良好であり、焼成することで燃え
抜けの状態になる。詳細には、（１）焼成後の色調が、残留カーボンによって黒ずんでい
ない、（２）焼成後に大きな気泡を含んでいない、等である。
【００１６】
　無機顔料は焼成後に発色するのに対して、焼成して脱色する着色成分は焼成後の歯科用
補綴物には色が残らない。そのため、焼成して脱色する着色成分を含まず、無機顔料のみ
を含む歯科用陶材を使用して、使用者の長年の勘と経験に基づいて焼成後の色調を予測し
ながら築盛を繰り返し、着色していく方法が技術常識であった。このような状況にあった
にもかかわらず、本発明のペースト状歯科用陶材は、焼成して着色することを目的としな
がら、焼成して脱色する着色剤（Ａ）を用いることによって、焼成前後の色差（ΔＥ*ａ
ｂ）を、顕著に抑えることができる。その結果、焼成後の色調の正確な予測が可能になり
、陶材を築盛する際の色調の調整が容易になり、陶材の使用者が初心者であっても使用で
きる。また、無機顔料は焼成後に発色するため、焼成前の築盛時には、無機顔料を含む歯
科用陶材を塗布した部分（ステイニング部）と塗布していない部分（未ステイニング部）
の判別が難しかった。そのため、歯科用陶材を塗布する度に焼成して色調を確認して未ス
テイニング部とステイニング部を判別する必要があり、焼成回数が増える一因となってい
た。これに対して、本発明のペースト状歯科用陶材は、有機溶剤（Ｂ）に着色剤（Ａ）が
溶解しており、液成分が発色しているため、未ステイニング部とステイニング部との判別
が容易になる。
【００１７】
　焼成して脱色する着色剤（Ａ）の「脱色」は、有機溶剤（Ｂ）と陶材粉末（Ｃ）とを含
む陶材（Ｉ）と、着色剤（Ａ）と有機溶剤（Ｂ）と陶材粉末（Ｃ）とを含む陶材（ＩＩ）
とを７００℃以上で焼成した場合に、陶材（Ｉ）と陶材（ＩＩ）との色差ΔＥ*ａｂを求
め、ほぼ０（好ましくは、０．５０未満）であることを意味する。焼成温度以外の焼成の
条件、及び色差ΔＥ*ａｂの測定方法は、後記する実施例に記載のとおりである。
【００１８】
　本発明に用いる着色剤（Ａ）は、焼成後の色調に影響を及ぼさない程度に脱色する必要
があり、焼成の際に有機溶剤（Ｂ）と一緒に燃え抜けることができる点から、着色剤（Ａ
）としては、沸点が４００℃以下の着色剤が好ましく、３５０℃以下の着色剤がより好ま
しく、３００℃以下の着色剤がさらに好ましい。また、着色剤（Ａ）としては、液成分が
着色され、ステイニング時に未ステイニング部とステイニング部との判別が容易になる点
から、有機溶剤（Ｂ）に溶解する有機色素が好ましい。ここで、「有機溶剤（Ｂ）に溶解
する」とは、２５℃において有機溶剤（Ｂ）１０ｍｌに、１ｇ添加した際に目視で白濁が
見られないことを意味する。着色剤（Ａ）としては、陶材粉末（Ｃ）の屈折率との差の絶
対値が０．１０未満である有機溶剤（Ｂ）に溶解する有機色素がより好ましい。
【００１９】
　有機色素としては、発色団を有し、かつ有機溶剤（Ｂ）に溶解する有機色素である限り
特に限定されないが、芳香族系有機色素（置換されていてもよい芳香族基を１個以上含有
する有機色素）が好ましく、沸点が４００℃以下の芳香族系有機色素がより好ましい。こ
のような有機色素としては、発色団に加えて、助色団を有する芳香族系有機色素がさらに
好ましい。発色団としては、芳香環に結合して発色の原因となる原子団であれば、特に限
定されない。前記原子団としては、ニトロ基、アゾ基、ケチミド基（＞Ｃ＝Ｎ－）、カル
ボニル基、炭素－炭素二重結合、炭素－炭素三重結合、炭素－窒素多重結合、チオカルボ
ニル基、ニトロソ基、アゾキシ基等が挙げられる。有機色素は、これらの原子団を、１種
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単独で又は２種以上を適宜組み合わせて含んでいてもよい。助色団としては、水酸基、ア
ミノ基、カルボキシル基、スルホン基、ハロゲン原子等が挙げられる。有機色素は、これ
らの助色団を、１種単独で又は２種以上を適宜組み合わせて含んでいてもよい。
【００２０】
　さらに、着色剤（Ａ）としては、人体に対して有害、有毒なものは使用できないため、
食用色素が好ましく、沸点が４００℃以下であって、有機溶剤（Ｂ）に溶解する食用色素
がより好ましい。このような食用色素の具体例としては、黄色４号（タートラジン）、黄
色５号（サンセットイエローＦＣＦ）、赤色２号（アマランス）、赤色１０２号（ニュー
コクシン）、青色１号（ブリリアントブルーＦＣＦ）、青色２号（インジゴカルミン）、
緑色３号（ファストグリーンＦＣＦ）、赤色１０２号（ニューコクシン）等の芳香族基を
２個以上含有し、発色団としてケチミド基又はアゾ基を有し、助色団としてスルホン基を
含有する有機色素；アシッドレッド２８９、ブロモピロガロールレッド、ローダミンＢ、
ローダミン６Ｇ、ローダミン６ＧＰ、ローダミン３ＧＯ、ローダミン１２３、エオシン、
エオシンＢ、エオシンＹ、フルオレセイン、フルオレセインイソチオシアネート等のキサ
ンテンを母核とする縮合芳香族基を含有する有機機色素（キサンテン系色素）；コチニー
ル色素（カルミン酸色素）等が挙げられる。これらの着色剤（Ａ）は、１種単独で又は２
種以上を適宜組み合わせて用いることができる。また、これらの着色剤（Ａ）は、ｐＨに
よって発色強度が異なり、ｐＨによっては化合物の形が異なる場合があるが、陶材を築盛
した際に未ステイニング部とステイニング部との判別が容易となる限りｐＨは特に限定さ
れず、着色剤の種類に応じて、適切な発色強度を示すｐＨを採用して使用することができ
る。
【００２１】
　着色剤（Ａ）の含有量は、有機溶剤（Ｂ）に溶解して液成分を着色できる限り特に限定
されないが、有機溶剤（Ｂ）に対して、重量比で、（Ｂ）：（Ａ）＝１００：０．１～１
００：１５．０程度が好ましく、１００：０．５～１００：１０．０程度がより好ましく
、１００：１．０～１００：８．０程度がさらに好ましい。着色剤（Ａ）の含有量は、液
成分を着色できる限り特に限定されないが、歯科用陶材全体に対して、０．０２～６．０
質量％が好ましく、０．１０～５．０質量％がより好ましく、０．３０～４．０質量％が
さらに好ましい。
【００２２】
　本発明に用いる有機溶剤（Ｂ）は、陶材粉末の焼成後色調に影響を及ぼさない程度によ
り十分に燃え抜ける必要があるため、沸点が３５０℃以下の有機溶剤が好ましい。また、
沸点が１００℃未満の有機溶剤を用いると、室温でも有機溶剤が揮発してペーストの乾燥
が進んでしまい、ペーストの性状を安定に保持し難くなるおそれがあるため、沸点が１０
０℃以上の有機溶剤が好ましい。有機溶剤（Ｂ）としては、沸点が１００℃以上３５０℃
以下の有機溶剤がより好ましい。また、本発明に用いる有機溶剤（Ｂ）は、陶材（Ｃ）の
屈折率に近いもの（屈折率の差が小さいもの）が好ましい。有機溶剤（Ｂ）としては、沸
点が１００℃以上３５０℃以下であって、陶材粉末（Ｃ）の屈折率に近いものがより好ま
しい。陶材粉末（Ｃ）の屈折率に応じて、有機溶剤（Ｂ）は適宜選択できる。有機溶剤（
Ｂ）の屈折率と陶材粉末（Ｃ）の屈折率との差（絶対値）としては、０．１００未満が好
ましく、０．０７５未満がより好ましく、０．０７０未満がさらに好ましく、０．０５５
未満が特に好ましい。
【００２３】
　このような有機溶剤（Ｂ）としては、例えば、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチル、
フタル酸ジブチル等のエステル系溶媒；１，２－ブタンジオール、１，３－ブタンジオー
ル、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、グリセリン、ジエチレングリ
コール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ポリエチレングリコール
（分子量２００～６００）、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロ
ピレングリコール等の多価アルコール系溶媒；エチレングリコールモノメチルエーテル、
エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プ
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ロピレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエ
チレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、プロ
ピレングリコールモノプロピルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル
、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテ
ル等の多価アルコールモノエーテル系溶媒；２－フェノキシエタノール、ベンジルアルコ
ール等の芳香族アルコール溶媒；２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート等の（メタ
）アクリル系重合性単量体等が挙げられる。これらの有機溶剤のうち、多価アルコール系
溶媒、多価アルコールモノエーテル系溶媒、芳香族アルコール溶媒が好ましく、フタル酸
ジメチル（沸点：約２８４℃、屈折率：１．５１３０～１．５１７０）、フタル酸ジエチ
ル（沸点：約２９６℃、屈折率：１．４９９０～１．５０４０）、フタル酸ジブチル（沸
点：約３４０℃、屈折率：１．４９００～１．４９５０）、１，３－ブタンジオール（沸
点：約２０７℃、屈折率：１．４３９０～１．４４１０）、グリセリン（沸点：約２９０
℃、屈折率：１．４７４６）、プロピレングリコール（沸点：約１８９℃、屈折率：１．
４２９０～１．４３４０）、ポリエチレングリコール（分子量２００）（沸点：２５０℃
以上、屈折率：１．４６９）、ポリエチレングリコール（分子量３００）（沸点：２５０
℃以上、屈折率：１．４６３０～１．４６６０）、２－フェノキシエタノール（沸点：約
２４０℃、屈折率：１．５３６０～１．５４００）、ベンジルアルコール（沸点：約２０
５℃、屈折率：１．５３８０～１．５４３０）がより好ましく、フタル酸ジメチル、フタ
ル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、１，３－ブタンジオール、グリセリン、プロピレング
リコール、ポリエチレングリコール（分子量２００）、２－フェノキシエタノールがさら
に好ましい。これらの有機溶剤（Ｂ）は、１種単独で又は２種以上を適宜組み合わせて用
いることができる。
【００２４】
　本発明に用いる陶材粉末（Ｃ）、即ち、無機陶材粉末の陶材は、歯科用陶材として使用
できるものであれば特に限定されず、結晶を含んでいてもよい。陶材粉末の材料としては
、例えば、ＳｉＯ2を主成分（含有量が一番多い材料）とするガラス又は結晶化ガラスが
挙げられる。このようなガラスは、ＳｉＯ2以外に、Ａｌ2Ｏ3、Ｂ2Ｏ3、ＺｎＯ、Ｋ2Ｏ、
Ｎａ2Ｏ、Ｌｉ2Ｏ、ＺｒＯ2、ＣａＯ、ＭｇＯ等を含んでいてもよい。具体的には、アモ
ルファスタイプのカリアルミノシリケートガラス（４ＳｉＯ2・Ａｌ2Ｏ3・Ｋ2Ｏ）、リュ
ーサイト結晶タイプのカリアルミノシリケートガラス、フルオロアパタイトガラス、リチ
ウムシリケートガラスのうち少なくとも１種を使用することができる。このうち、特にリ
ューサイト結晶タイプのカリアルミノシリケートガラスが好ましい。また、前記結晶とし
ては、例えば、リューサイト、カリ長石、フッ素金雲母、ディオプサイド、マイカ、β－
スポジュメン（ＬｉＡｌＳｉ2Ｏ6）、β－メタリン酸カルシウム、アパタイト、チタン酸
マグネシウム、β－ユークリプタイト、アルミナ等が挙げられる。また、金属焼き付け用
陶材、オールセラミックス、ラミネートベニア等の用途に応じて、これらの結晶は、１種
又は２種以上を適宜組み合わせて用いることができる。
【００２５】
　前記ガラスは、公知の方法で、粉砕され、分級し、粒度の調整された粉末とされる。粉
砕装置としては、例えば、ジョークラッシャー、コーンクラッシャー等の圧縮粉砕機；振
動ボールミル、遊星ミル等のボールミル類；塔式粉砕機、撹拌槽型粉砕機、アニュラー型
粉砕機等の媒体撹拌型粉砕機；ピンミル、ディスクミル等の高速回転式衝撃粉砕機；その
他ロールミル、ジェット粉砕機、自生粉砕機等が挙げられる。また、分級装置としては、
例えば、振動ふるい、シフター等のふるい分級機、サイクロン等の遠心式分級機、沈降分
級機等の湿式分級機等が挙げられる。なお、これら粉砕装置もしくは分級装置において、
金属不純物の混入を避けるため、樹脂もしくはガラス等でコーティングされた装置を用い
るのが好ましい。
【００２６】
　陶材粉末（Ｃ）の線熱膨張係数（５０～５００℃）は、支台歯の材質もしくはフレーム
の材質等に応じて適宜選択でき、特に限定されないが、４．０×１０-6／℃～６．０×１



(7) JP 2017-193492 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

０-6／℃程度であってもよく、６．１×１０-6／℃～１３．５×１０-6／℃程度であって
もよく、６．３×１０-6／℃～１２．５×１０-6／℃程度であってもよい。例えば、ジル
コニアを主成分とするフレーム用に歯科用陶材を用いる場合には、９．０×１０-6／℃～
１１．０×１０-6／℃程度のものが好ましい。アルミナを主成分とするフレーム用に歯科
用陶材を用いる場合には、６．１×１０-6／℃～８．８×１０-6／℃程度のものが好まし
い。線熱膨張係数は、試料を熱分析装置ＴＭＡ１２０（セイコー電子社製、昇温速度５℃
／分）にて室温から５００℃まで加熱し、測定することができる。線熱膨張係数の調整は
、公知の方法で行うことができ、例えば、Ｋ2Ｏの含有量によって調整できる。
【００２７】
　陶材粉末（Ｃ）の屈折率としては、１．５１前後であれば特に限定されないが、例えば
、１．５００～１．５２０程度が好ましく、１．５０５～１．５１５程度がより好ましい
。屈折率とは、２５℃における粉体の屈折率を意味し、プリズムと試料を透過する光の偏
角から屈折率を求める方法（Ｖブロック法）によって測定することができる。
【００２８】
　陶材粉末（Ｃ）は無機顔料を含有する。また、陶材粉末（Ｃ）は乳濁材を含んでいても
よい。
【００２９】
　陶材粉末（Ｃ）に含まれる無機顔料としては、例えば、酸化プラセオジム、酸化バナジ
ウム、酸化鉄、酸化ニッケル、酸化クロム、酸化マンガン、酸化セリウム、酸化スズ、バ
ナジウム黄、コバルト青、クロムピンク、鉄クロム茶、チタン白、ジルコニア白等が挙げ
られる。また、乳濁材としては、例えば、ケイ酸ジルコニウム、酸化スズ、酸化ジルコニ
ウム、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化アルミニウム等が挙げられる。これらは、所望する色
調に応じて適宜含有される。
【００３０】
　陶材粉末（Ｃ）は、表面処理剤によって、表面処理されたものであってもよい。表面処
理剤としては、シランカップリング剤等が挙げられる。シランカップリング剤としては、
特に限定されないが、メチルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、フェニル
トリメトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、ジメチ
ルジエトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、イソ
ブチルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビ
ニルトリス（２－メトキシエトキシ）シラン、３，３，３－トリフルオロプロピルトリメ
トキシシラン、メチル－３，３，３－トリフルオロプロピルジメトキシシラン、２－（３
，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピル
トリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、３－グリシド
キシプロピルトリエトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン
、γ－メタクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－ア
ミノプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルトリ
メトキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－
アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェ
ニル－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－メルカプトプロピルトリメトキシシ
ラン、トリメチルシラノール、メチルトリクロロシラン、メチルジクロロシラン、ジメチ
ルジクロロシラン、トリメチルクロロシラン、フェニルトリクロロシラン、ジフェニルジ
クロロシラン、ビニルトリクロロシラン、トリメチルブロモシラン、ジエチルシラン、ビ
ニルトリアセトキシシラン、ω－（メタ）アクリロキシアルキルトリメトキシシラン（（
メタ）アクリロキシ基とケイ素原子との間の炭素数：３～１２、例、γ－メタクリロキシ
プロピルトリメトキシシラン等）、ω－（メタ）アクリロキシアルキルトリエトキシシラ
ン（（メタ）アクリロキシ基とケイ素原子との間の炭素数：３～１２、例、γ－メタクリ
ロキシプロピルトリエトキシシラン等）等が挙げられる。
【００３１】
　陶材粉末（Ｃ）としては、市販品を使用することができる。市販品としては、無機顔料
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を含むものであってもよい。無機顔料を含まない市販品を陶材粉末（Ｃ）として使用する
場合、前記市販品に、無機顔料を加えて使用することができる。無機顔料を含む陶材粉末
（Ｃ）として使用できる市販品としては、セラビアンＺＲ（商品名、屈折率：１．５１、
クラレノリタケデンタル社製）、セラビアンＺＲプレス（商品名、屈折率：１．５１、ク
ラレノリタケデンタル社製）等が挙げられる。また、セラビアンＺＲ、セラビアンＺＲプ
レスは、いずれも３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン（製品名；KBM-403、信
越化学工業製）で表面処理されたものである。他の市販品としては、「ヴィンテージ　Ａ
Ｌ」及び「ヴィンテージ　ＺＲ」（商品名、株式会社松風製）、「ノーベルロンド」（商
品名、ノーベルバイオケア社製）、「セルコンセラムＳ」（商品名、デンツプライ三金株
式会社製）等が挙げられる。
【００３２】
　陶材粉末（Ｃ）の含有量は、特に限定されないが、歯科用陶材全体に対して、５０～９
０質量％が好ましく、５２～８８質量％がより好ましく、５４～８４質量％がさらに好ま
しい。含有量が９０質量％を越えると、陶材粉末（Ｃ）と有機溶剤（Ｂ）の混練性が低下
し、ペースト化しにくい。一方、前記陶材粉末の含有量が５０質量％未満では、陶材粉末
と有機溶剤の混練性の粘性が低下し、陶材築盛時の操作性が悪くなる。なお、本明細書に
おいて、数値範囲（各成分の含有量、各成分から算出される値及び各物性等）の上限値及
び下限値は、本発明の効果を妨げない限り特に限定されず、適宜組み合わせ可能である。
【００３３】
　陶材粉末（Ｃ）の粒径は、使用部位に応じて設定することができ、特に限定されないが
、１．０～１０μｍが好ましい。例えば、オペーク用陶材粉末の平均粒子径は３．０～１
０μｍが好ましい。ステイン用粉末陶材の平均粒子径は、１．０～７．０μｍが好ましい
。
【００３４】
　陶材粉末（Ｃ）の平均粒子径は、レーザー回折散乱法を用いた測定により求めることが
できる。レーザー回折散乱法は、具体的に例えば、レーザー回折式粒度分布測定装置（Ｓ
ＡＬＤ－２１００：島津製作所製）により、０．２％ヘキサメタリン酸ナトリウム水溶液
を分散媒に用いて測定することができる。
【００３５】
　本発明の歯科用陶材は、着色剤（Ａ）と陶材粉末（Ｃ）に含まれる無機顔料が同色系で
あってもよい。ここで、「同色系」とは、比較する２つの色について、例えば、Ｌ＊ａ＊
ｂ＊表色系（ＪＩＳ　Ｚ　８７８１－４：２０１３）における、ａ＊の差の絶対値が１０
以下（好ましくは５以下）であり、かつ、ｂ＊の差の絶対値が１０以下（好ましくは５以
下）であるものとする。
【００３６】
　本発明の歯科用陶材は、本発明の効果を妨げない限り、着色剤（Ａ）、有機溶剤（Ｂ）
及び陶材粉末（Ｃ）以外の成分は、必須ではないが、これらの必須成分以外の他の成分（
任意の成分）を含んでもよい。このような他の成分としては、酸化剤（例えば、硫酸アン
モニウム）、ｐＨ調整剤等が挙げられる。他の成分の含有量は、特に限定されないが、３
．０重量％未満であることが好ましく、２．０重量％未満であることがより好ましく、０
．５重量％未満であることがさらに好ましい。また、本発明の歯科用陶材は、有機溶剤（
Ｂ）以外の有機溶剤は、色調調整の観点から、実質的に含まないことが好ましい。実質的
に含まないとは、有機溶剤（Ｂ）以外の有機溶剤の含有量が、歯科用陶材全体に対して、
３．０重量％未満であることが好ましく、２．０重量％未満であることがより好ましく、
０．５重量％未満であることがさらに好ましい。
【００３７】
　また、本発明の好適な実施形態は、焼成前後の色差（ΔＥ*ａｂ）が１．５未満、すな
わち、焼成前のペースト状歯科用陶材と焼成後の焼成体との色差（ΔＥ*ａｂ）が１．５
未満である歯科用陶材である。前記色差（ΔＥ*ａｂ）としては、１．４以下が好ましく
、１．３以下がより好ましい。色差（ΔＥ*ａｂ）の測定方法は、後記する実施例に記載
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のとおりである。
【００３８】
　本発明の歯科用陶材は、セラミックス製のインレー、アンレー、ラミネートベニア、及
びクラウン等の歯科用補綴物の作製に用いることができる。
【００３９】
　本発明の歯科用陶材を築盛する対象となるフレームとしては、特に限定されず、金属フ
レーム、セラミックスフレーム（例えば、ジルコニアフレーム）等が挙げられる。
【００４０】
　本発明の歯科用陶材は、特に限定されず、ボディー陶材（デンチン色陶材）；サービカ
ル陶材；インサイザル陶材（エナメル色陶材）；トランスルーセント陶材；オペーク陶材
；ステインパウダー等として使用することができる。
【００４１】
　歯科用補綴物の作製するためには、本発明の歯科用陶材を築盛した後に、焼成する。焼
成温度（焼成最高温度）は、陶材の種類、使用形態等に応じて適宜変更できるため、無機
顔料が発色でき、着色剤（Ａ）が脱色できる限り特に限定されないが、７００℃以上が好
ましく、７２０℃以上がより好ましく、７３０℃以上がさらに好ましい。焼成温度の上限
は、特に限定されないが、１０５０℃以下が好ましく、１０００℃以下がより好ましく、
９８０℃以下がさらに好ましい。焼成時の昇温温度は、陶材の種類に応じて適宜変更でき
、特に限定されないが、１０～７０℃／分程度が好ましく、２０～６０℃／分程度がより
好ましい。
【００４２】
　本発明のペースト状歯科用陶材の好適な実施形態としては、焼成の際に脱色する着色剤
（Ａ）、有機溶剤（Ｂ）、及び陶材粉末（Ｃ）を含有し、前記陶材粉末（Ｃ）が無機顔料
を含有し、前記着色剤（Ａ）が有機溶剤（Ｂ）に溶解する有機色素であり、前記有機溶剤
（Ｂ）が、沸点が１００～３５０℃の有機溶剤である、ペースト状歯科用陶材が挙げられ
る。
【００４３】
　他の好適な実施形態としては、焼成の際に脱色する着色剤（Ａ）、有機溶剤（Ｂ）、及
び陶材粉末（Ｃ）を含有し、前記陶材粉末（Ｃ）が無機顔料を含有し、前記着色剤（Ａ）
が有機溶剤（Ｂ）に溶解する沸点が４００℃以下の芳香族系有機色素であり、前記有機溶
剤（Ｂ）が、有機溶剤（Ｂ）の屈折率と陶材粉末（Ｃ）の屈折率との差の絶対値が０．１
０未満の有機溶剤である、ペースト状歯科用陶材が挙げられる。
【００４４】
　他の好適な実施形態としては、焼成の際に脱色する着色剤（Ａ）、有機溶剤（Ｂ）、及
び陶材粉末（Ｃ）を含有し、前記陶材粉末（Ｃ）が無機顔料を含有し、前記着色剤（Ａ）
が、沸点が４００℃以下であって、かつ有機溶剤（Ｂ）に溶解する有機色素であり、前記
有機溶剤（Ｂ）が、沸点が１００～３５０℃であって、かつ有機溶剤（Ｂ）の屈折率と陶
材粉末（Ｃ）の屈折率との差の絶対値が０．１０未満の有機溶剤である、ペースト状歯科
用陶材が挙げられる。
【００４５】
　他の好適な実施形態としては、焼成の際に脱色する着色剤（Ａ）、有機溶剤（Ｂ）、及
び陶材粉末（Ｃ）を含有し、前記陶材粉末（Ｃ）が無機顔料を含有し、前記着色剤（Ａ）
が、沸点が４００℃以下であって、かつ有機溶剤（Ｂ）に溶解する食用色素であり、前記
有機溶剤（Ｂ）が、沸点が１００～３５０℃の有機溶剤である、ペースト状歯科用陶材が
挙げられる。
【００４６】
　他の好適な実施形態としては、焼成の際に脱色する着色剤（Ａ）、有機溶剤（Ｂ）、及
び陶材粉末（Ｃ）を含有し、前記陶材粉末（Ｃ）が無機顔料を含有し、前記着色剤（Ａ）
が、沸点が４００℃以下であって、かつ有機溶剤（Ｂ）に溶解する食用色素であり、前記
有機溶剤（Ｂ）が、沸点が１００～３５０℃であって、かつ有機溶剤（Ｂ）の屈折率と陶
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材粉末（Ｃ）の屈折率との差の絶対値が０．１０未満の有機溶剤である、ペースト状歯科
用陶材が挙げられる。
【００４７】
　上記したいずれの実施形態においても、上述の説明に基づいて、各成分の種類、含有量
、沸点等を適宜変更でき、任意の成分について、追加、削除等の変更をすることができる
。また、上記したいずれの実施形態においても、各ペースト状歯科用陶材の組成と特性（
焼成前後の色差等）の値を適宜変更して組み合わせることもできる。
【００４８】
　本発明のペースト状歯科用陶材は、混練してペースト状にして築盛できればよいため、
他の実施形態としては、例えば、焼成の際に脱色する着色剤（Ａ）及び有機溶剤（Ｂ）を
含む液成分（第１剤）と、陶材粉末（Ｃ）を含む粉成分（第２剤）とからなる歯科用陶材
キットが挙げられる。このようなキットの形態において、上述の説明に基づいて、各成分
（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）の種類、含有量、沸点等を適宜変更でき、任意の成分について、
追加、削除等の変更をすることができる。例えば、第１剤に含まれる有機溶剤（Ｂ）の屈
折率と、第２剤に含まれる陶材粉末（Ｃ）の屈折率との差（絶対値）が、小さいことが好
ましい。具体的には、有機溶剤（Ｂ）の屈折率と陶材粉末（Ｃ）の屈折率との差（絶対値
）としては、０．１００未満が好ましく、０．０７５未満がより好ましく、０．０７０未
満がさらに好ましく、０．０５５未満が特に好ましい。
【００４９】
　本発明の他の実施形態としては、焼成の際に脱色する着色剤（Ａ）、有機溶剤（Ｂ）、
及び陶材粉末（Ｃ）を混合する工程を有し、前記陶材粉末（Ｃ）が無機顔料を含有する、
ペースト状歯科用陶材の製造方法が挙げられる。混合の条件は、特に限定されない。混合
の順番は、特に限定されないが、例えば、（i)着色剤（Ａ）、有機溶剤（Ｂ）、及び陶材
粉末（Ｃ）を一括混合してもよく、(ii)着色剤（Ａ）と有機溶剤（Ｂ）を混合して液成分
を得て、前記液成分と陶材粉末（Ｃ）を混合してもよい。
【００５０】
　本発明の他の実施形態としては、歯を治療する（例えば、審美歯科治療；欠損歯治療；
人工歯等の補綴修復治療；う蝕治療等）ための、焼成の際に脱色する着色剤（Ａ）、有機
溶剤（Ｂ）、及び陶材粉末（Ｃ）を含有し、前記陶材粉末（Ｃ）が無機顔料を含有する、
ペースト状歯科用陶材の使用が挙げられる。
　また、本発明の他の実施形態としては、焼成の際に脱色する着色剤（Ａ）、有機溶剤（
Ｂ）、及び陶材粉末（Ｃ）を含有し、前記陶材粉末（Ｃ）が無機顔料を含有する、ペース
ト状歯科用陶材を焼成する工程を有する、歯科用陶材の使用方法が挙げられる。
　上記したいずれの実施形態においても、上述の説明に基づいて、各成分の種類、含有量
、沸点等を適宜変更でき、任意の成分について、追加、削除等の変更をすることができる
。また、上記したいずれの実施形態においても、各ペースト状歯科用陶材の組成と特性（
焼成前後の色差等）の値を適宜変更して組み合わせることもできる。
【００５１】
　本発明は、本発明の効果を奏する限り、本発明の技術的範囲内において、上記の構成を
種々組み合わせた態様を含む。
【実施例】
【００５２】
　次に、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に
より何ら限定されるものではなく、多くの変形が本発明の技術的思想内で当分野において
通常の知識を有する者により可能である。なお、実施例中に示した焼成前と焼成後の色差
　（ΔＥ*ａｂ）の評価方法、は次の通りである。
【００５３】
（１）焼成前と焼成後の色差評価
　色差計（コニカミノルタ社製ＣＭ－３６１０Ａ、光源Ｆ１１）を用いて、焼成前の着色
ペースト状陶材と焼成後の焼成体を測定し、下式から、焼成前と焼成後の色調差を色差Δ



(11) JP 2017-193492 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

Ｅ*ａｂで表した。
　　ΔＥ*ａｂ＝｛（ΔＬ*）2＋（Δａ*）2＋（Δｂ*）2｝1/2

　ΔＥ＊ａｂは、色差計にて測定したCIE 1976表色系（Ｌ*ａ*ｂ*表示系）による色差で
あり、ΔＬ*、Δａ*、Δｂ*は、ＪＩＳ　Ｚ　８７８１－４：２０１３に規定する方法か
ら求めた。
【００５４】
　Ｌ*、ａ*、ｂ*は、Ｌ*ａ*ｂ*表色系での色度（Ｌ*、ａ*、ｂ*）を表す値である。ΔＬ*

は焼成前と焼成後の明度指数Ｌ*の差、Δａ*は焼成前と焼成後の色座標ａ＊の差、Δｂ*

は焼成前と焼成後の色座標ｂ*の差である。なお、色差ΔＥ*ａｂは小さいほど良く、焼成
後の色差ΔＥ*ａｂに対して、以下のようにＮＩＳＴ（米国標準局）で分類されている。
ΔＥ*ａｂ＝０以上０．５未満：かすかに感じられる (Trace) 
ΔＥ*ａｂ＝０．５以上１．５未満：わずかに感じられる (Slight) 
ΔＥ*ａｂ＝１．５以上３．０未満：かなり感じられる (Noticeable) 
ΔＥ*ａｂ＝３．０以上６．０未満：めだって感じられる (Appreciable)
ΔＥ*ａｂ＝６．０以上１２未満：大きい (Much)
ΔＥ*ａｂ＝１２以上：非常に大きい (Very Much)
【００５５】
（実施例１）
　フタル酸ジエチル９８．５重量部に、食用青色１号（共立食品株式会社製）１．５重量
部を室温下で徐々に加えた液成分を得た。得られた液成分４０重量部と陶材成分（セラビ
アンＺＲ　エスクターナルステイン　Ｂｌｕｅ：クラレノリタケデンタル製、屈折率：１
．５１）６０重量部を、約１０分間乳鉢中で混和して焼成前の着色ペースト状陶材を得た
。得られた着色ペースト状陶材を表１記載の焼成条件で焼成し、焼成体を得た。
【００５６】
（実施例２）
　フタル酸ジメチル９７．０重量部に、食用黄色４号（共立食品株式会社製）３．０重量
部を室温下で徐々に加えた液成分を得た。得られた液成分４０重量部と陶材成分（セラビ
アンＺＲ　エスクターナルステイン　Ｏｒａｎｇｅ２：クラレノリタケデンタル製、屈折
率：１．５１）６０重量部を、約１０分間乳鉢中で混和して焼成前の着色ペースト状陶材
を得た。得られた着色ペースト状陶材を表１記載の焼成条件で焼成し、焼成体を得た。
【００５７】
（実施例３）
　フタル酸ジブチル９７．０重量部に、食用赤色１０２号（共立食品株式会社製）３．０
重量部を室温下で徐々に加えた液成分を得た。得られた液成分４０重量部と陶材成分（セ
ラビアンＺＲ　エスクターナルステイン　Ｒｅｄ：クラレノリタケデンタル製、屈折率：
１．５１）６０重量部を、約１０分間乳鉢中で混和して焼成前の着色ペースト状陶材を得
た。得られた着色ペースト状陶材を表１記載の焼成条件で焼成し、焼成体を得た。
【００５８】
（実施例４）
　有機溶剤（Ｂ）として、フタル酸ジエチル９８．５重量部の代わりに、１，３－ブタン
ジオール９７．０重量部を使用し、食用青色１号の配合量を３．０重量部に変更した以外
は、実施例１と同様にして、焼成体を得た。
【００５９】
（実施例５）
　有機溶剤（Ｂ）として、フタル酸ジメチルの代わりに、１，３－ブタンジオールを使用
した以外は、実施例２と同様にして、焼成体を得た。
【００６０】
（実施例６）
　有機溶剤（Ｂ）として、フタル酸ジブチルの代わりに、１，３－ブタンジオールを使用
した以外は、実施例３と同様にして、焼成体を得た。
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【００６１】
（実施例７）
　有機溶剤（Ｂ）として、フタル酸ジエチル９８．５重量部の代わりに、グリセリン９７
．０重量部を使用し、食用青色１号の配合量を３．０重量部に変更した以外は、実施例１
と同様にして、焼成体を得た。
【００６２】
（実施例８）
　有機溶剤（Ｂ）として、フタル酸ジメチルの代わりに、グリセリンを使用した以外は、
実施例２と同様にして、焼成体を得た。
【００６３】
（実施例９～１２）
　有機溶剤（Ｂ）として、フタル酸ジブチルの代わりに、表１に記載の各種有機溶剤を使
用した以外は、実施例３と同様にして、各焼成体を得た。
【００６４】
（実施例１３）
　フタル酸ジエチル９７．０重量部に、食用青色１号（共立食品株式会社製）３．０重量
部を室温下で徐々に加えた液成分を得た。得られた液成分：４０重量部と陶材成分（セラ
ビアンＺＲプレス　ＬＦ　エスクターナルステイン　Ｂｌｕｅ：クラレノリタケデンタル
製、屈折率：１．５１）６０重量部を、約１０分間乳鉢中で混和して焼成前の着色ペース
ト状陶材を得た。得られた着色ペースト状陶材を表１記載の焼成条件で焼成し、焼成体を
得た。
【００６５】
（実施例１４）
　陶材成分をセラビアンＺＲ　エスクターナルステイン　Ｏｒａｎｇｅ２から、セラビア
ンＺＲプレス　ＬＦ　エスクターナルステイン　Ｏｒａｎｇｅ２（クラレノリタケデンタ
ル製、屈折率：１．５１）に変更した以外は、実施例２と同様にして、焼成前の着色ペー
スト状陶材を得た。得られた着色ペースト状陶材を表１記載の焼成条件で焼成し、焼成体
を得た。
【００６６】
（実施例１５）
　陶材成分をセラビアンＺＲ　エスクターナルステイン　Ｒｅｄから、セラビアンＺＲプ
レス　ＬＦ　エスクターナルステイン　Ｒｅｄ（クラレノリタケデンタル製、屈折率：１
．５１）に変更した以外は、実施例３と同様にして、焼成前の着色ペースト状陶材を得た
。得られた着色ペースト状陶材を表１記載の焼成条件で焼成し、焼成体を得た。
【００６７】
（実施例１６～２０）
　有機溶剤（Ｂ）を表１に記載の各種有機溶剤（Ｂ）に変更した以外は、実施例１５と同
様にして、各焼成体を得た。
【００６８】
（比較例１）
　フタル酸ジエチル４０重量部と実施例１と同じ陶材成分６０重量部を、約１０分間乳鉢
中で混和して焼成前のペースト状陶材を得た。得られたペースト状陶材を表１記載の焼成
条件で焼成し、焼成体を得た。
【００６９】
（比較例２）
　フタル酸ジメチル４０重量部と実施例２と同じ陶材成分６０重量部を、約１０分間乳鉢
中で混和して焼成前のペースト状陶材を得た。得られたペースト状陶材を表１記載の焼成
条件で焼成し、焼成体を得た。
【００７０】
（比較例３）
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　フタル酸ジブチル４０重量部と実施例３と同じ陶材成分６０重量部を、約１０分間乳鉢
中で混和して焼成前のペースト状陶材を得た。得られたペースト状陶材を表１記載の焼成
条件で焼成し、焼成体を得た。
【００７１】
（比較例４～６）
　１，３－ブタンジオール４０重量部と実施例１～３と同じ陶材成分６０重量部を、約１
０分間乳鉢中で混和して焼成前のペースト状陶材を得た。得られた各ペースト状陶材を表
１記載の焼成条件で焼成し、焼成体を得た。
【００７２】
（比較例７～９）
　グリセリン４０重量部と実施例１～３と同じ陶材成分６０重量部を、約１０分間乳鉢中
で混和して焼成前のペースト状陶材を得た。得られた各ペースト状陶材を表１記載の焼成
条件で焼成し、焼成体を得た。
【００７３】
（比較例１０～１２）
　有機溶剤（Ｂ）を表１に記載の各種有機溶剤に変更した以外は、比較例９と同様にして
、焼成体を得た。
【００７４】
（比較例１３）
　フタル酸ジエチル４０重量部と実施例１３と同じ陶材成分６０重量部を、約１０分間乳
鉢中で混和して焼成前のペースト状陶材を得た。得られたペースト状陶材を表１記載の焼
成条件で焼成し、焼成体を得た。
【００７５】
（比較例１４）
　フタル酸ジメチル４０重量部と実施例１４と同じ陶材成分６０重量部を、約１０分間乳
鉢中で混和して焼成前のペースト状陶材を得た。得られたペースト状陶材を表１記載の焼
成条件で焼成し、焼成体を得た。
【００７６】
（比較例１５）
　フタル酸ジブチル４０重量部と実施例１５と同じ陶材成分６０重量部を、約１０分間乳
鉢中で混和して焼成前のペースト状陶材を得た。得られたペースト状陶材を表１記載の焼
成条件で焼成し、焼成体を得た。
【００７７】
（比較例１６～２０）
　有機溶剤（Ｂ）を表１に記載の各種有機溶剤（Ｂ）に変更した以外は、比較例１５と同
様にして、焼成体を得た。
【００７８】
　上記のようにして得られた実施例及び比較例の各ペースト状陶材及び各焼成体について
、上記の方法により、色差評価を行った。評価の結果を表１に示す。
【００７９】
　その結果、比較例１～２０と比較して、実施例１～２０では色差が小さくなっており、
着色剤（Ａ）を含めたことにより、焼成前の歯科用陶材の色調は、焼成後の色調にさらに
近づいている。
【００８０】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明のペースト状歯科用陶材は、焼成前後の色差（ΔＥ*ａｂ）を顕著に抑制するこ
とができることが確認された。また、本発明のペースト状歯科用陶材は、液成分に着色剤
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を加えることによって、着色剤が有機溶剤に室温（１～３０℃）で溶解し、液成分が着色
されるため、ステイニング時に未ステイニング部とステイニング部との判別が容易になる
。特に、オールセラミック歯冠の需要が益々増大することに伴い、ステインの使用頻度が
増えることが予想されるため、オールセラミック歯冠用として本発明のペースト状歯科用
陶材は有用である。
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